
令和８年４月 定例教育委員会 

 

                     日時 令和８年４月２８日(火)13:30～ 

                     場所 鳥取市役所本庁舎７階 第２委員会室 

 

 

次  第 

 

 

行事報告及び行事予定について                   〔教育総務課〕P. 3 

 

 

【説明・協議事項】 

（１）令和８年度学校計画訪問実施計画について            〔学校教育課〕P. 6 

 

【報告事項】   

（１）令和８年度５月職員人事異動等について               〔教育総務課〕別冊 

（２）インクルーシブ教育システム構築に向けた取組について      〔学校教育課〕P. 9 

（３）「鳥取市不登校対策専門委員会」の名称変更について    〔総合教育センター〕P.12 

（４）「校内サポート教室事業」の実施について         〔総合教育センター〕P.16 

（５）４月強風による鳥取市営サッカー場バードスタジアム屋根被害について 

                            〔生涯学習・スポーツ課〕P.19 

 

 

 

 

【その他】 

（１）次期定例教育委員会の開催について 

  ［  5 月］令和８年５月２９日（金）13：30～ 鳥取市役所本庁舎７階 第２委員会室 

  ［  6 月］令和８年６月２９日（月）13：30～ 鳥取市役所本庁舎６階  第４会議室 

 





28 （土）

29 （日）

30 （月）

31 （火）

4月 1 （水） 小・中・義務教育学校　学年始休業日（～4/8）

2 （木）

3 （金）

4 （土） お花見ウィークin旧美歎水源地2026（～4/12） 旧美歎水源地水道施設

5 （日） 親子で楽しむ星の講座（15:00～15:45） さじアストロパーク

6 （月） 児童生徒相談員研修 総合教育センター

7 （火）

鳥取市立小・中・義務教育学校始業式 各小・中・義務教育学校

用瀬町郷土史講座 用瀬町民会館

9 （木）

10 （金） 鳥取市立小・義務教育学校入学式（午前）、中学校入学式（午後） 各小・中・義務教育学校

11 （土） マリオネット麒麟獅子 鳥取市歴史博物館

12 （日）

13 （月）

14 （火） 講師研修①・基礎的研修① 総合教育センター

鳥取市教育行政懇談会 白兎会館２階らいちょうの間

ストーリーテリングきほんのき 中央図書館

サポートルーム「すなはま」開室 総合教育センター

音読教室 青谷町総合支所

通級指導教室設置校担当者連絡協議会
第１回ＬＤ等専門員・通級指導教室担当者連絡協議会

駅南庁舎地下第５会議室

だっこのおはなし会&子育て聞いちゃおコーナー 気高図書館

18 （土） 占領期の鳥取を学ぶ会 鳥取市歴史博物館

没後30年村尾海邦絵画展（～5/17） あおや郷土館

城下町を歩く 鳥取市歴史博物館

日本宇宙少年団鳥取アストロ分団活動日 さじアストロパーク

流しびな行事 流しびなの館周辺

20 （月）

21 （火） 人権教育主任研修 市人権交流プラザ

鳥取県市町村教育委員会研究協議会第１回理事会 白兎会館

道徳教育推進教師研修 市人権交流プラザ

初任者研修（校外研修）①・新規採用養護教諭研修（校外研修）① 総合教育センター

ちいさいこどものためのわらべうた・春 中央図書館

宇宙ふしぎ探検「月面Ⅹを見よう」（19:30～20:50） さじアストロパーク

用瀬町成人学級　開校式 用瀬町民会館

やまびこ館deクイズラリー（～5/6） 鳥取市歴史博物館

国府町の記憶と記録－谷地区あれこれ－（～6/14） 因幡万葉歴史館

共催展「岡垣七宝研究所60年のあゆみ」（～5/31） 鳥取市歴史博物館

今月のまなび 鳥取市歴史博物館

おうちだにアカデミー「赤色立体図から復元する鳥取城攻防戦」 鳥取市歴史博物館

日本宇宙少年団鳥取アストロ分団活動日（こどもまつりにブース参加） 鳥取市文化センター

27 （月）

講師研修②・基礎的研修② 総合教育センター

定例教育委員会 本庁舎７階第２会議室

24 （金）

①行事報告（３月２８日～４月２８日）

3月

8 （水）

15 （水）

25 （土）

26 （日）

17 （金）

16 （木）

22 （水）

23 （木）

19 （日）

28 （火）
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29 （水） まんれき！クイズラリー（～5/6） 因幡万葉歴史館

30 （木）

5月 体験的学習活動等休業日【やってみよう！でー（day）】

郷土館でハンティング＆フィッシング（～5/2） あおや郷土館

親子で楽しむ星の講座（14:14～15:45） さじアストロパーク

夜間観望会「木星」（20:00～、～5/5） さじアストロパーク

一日図書館員（やってみよう！でースペシャル企画） 中央図書館

2 （土）

3 （日）

歴史ツアー「太閤ヶ平に登ろう」
鳥取市歴史博物館主催
集合：鳥取市歴史博物館

ＧＷスペシャルおはなし会 中央図書館

5 （火） かわいいカエルのミニかご作り あおや郷土館

6 （水）

7 （木）

中堅教諭等資質向上研修① 市人権交流プラザ

鳥取大学での講義「地球科学」（さじアストロパーク職員 8:45～10:15） 鳥取大学湖山キャンパス

佐治小学校「実験クラブ」（さじアストロパーク職員 14:35～15:20） 佐治小学校

夜間観望会「子持ち銀河M51」（20:00～、～5/9） さじアストロパーク

9 （土）

見てみよう！歴史の現場「プラザ佐治」
鳥取市歴史博物館主催
集合：プラザ佐治

春のときめきおはなし会 気高図書館

春季用瀬山系トレイル大会 景城跡、三角山、おおなる山

11 （月） 講師研修③・基礎的研修③ 総合教育センター

コア・リーダー研修① 国府町コミュニティセンター

鳥取市少年愛護センター　少年補導員委嘱状交付式 ６階第５～８会議室

13 （水） 読み聞かせボランティア養成講座① 中央図書館

授業づくり研修① 市人権交流プラザ

B＆G海洋センター中国ブロック連絡協議会（１日目）※総会、情報交換
会

東広島芸術文化ホールくらら

講師研修④・基礎的研修④ 総合教育センター

B＆G海洋センター中国ブロック連絡協議会（２日目）※研修会 東広島市市民文化センター

夜間観望会「子持ち銀河M51」（20:00～、～5/16） さじアストロパーク

万葉の世界を写そう～万葉植物を映える一枚に～ 因幡万葉歴史館

占領期の鳥取を学ぶ会 鳥取市歴史博物館

日本宇宙少年団鳥取アストロ分団活動日（13:30～15:30） さじアストロパーク

メシエマラソンにチャレンジ（17:00～） さじアストロパーク

第39回もちがせ流しびなマラニック大会 流しびなの館周辺

第39回もちがせ流しびなマラニック大会に合わせて瀬戸川の鯉のぼり流
し

用瀬地区

18 （月）

６年目研修① 市人権交流プラザ

青谷町高齢者教室開講式 青谷町総合支所

出前観察会「月と木星を見よう」（さじアストロパーク職員 19:30～
21:00）

イオン鳥取店

読み聞かせボランティア養成講座② 中央図書館

21 （木） 校長研修① 市人権交流プラザ

就学説明会 駅南庁舎健診ホール

夜間観望会「おとめ座スピカ」（20:00～、～5/23） さじアストロパーク

万葉と神話の庭散策講座 因幡万葉歴史館

宇宙ふしぎ探検「レグルス食を見よう」14:00～15:30 さじアストロパーク

16 （土）

14 （木）

15 （金）

4 （月）

10 （日）

②行事予定（４月２９日～５月２９日）

4月

1 （金）

23 （土）

17 （日）

19 （火）

8 （金）

12 （火）

20 （水）

22 （金）
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おうちだにアカデミー「鳥取の梨つくり　そのたどった道と現在」 鳥取市歴史博物館

第４９回姫路市・鳥取市姉妹都市親善スポーツ交歓大会 市民体育館

25 （月） 青少年育成鳥取市民会議総会 ６階第５～８会議室

26 （火） 教育相談コーディネーター研修 市人権交流プラザ

鳥取大学「地球科学実験演習」（14:00～15:30） さじアストロパーク

読み聞かせボランティア養成講座③ 中央図書館

28 （木） 特別支援学級担任研修① 市人権交流プラザ

16年目研修① 市人権交流プラザ

定例教育委員会 本庁舎７階第２会議室

24 （日）

29 （金）

27 （水）
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４月定例教育委員会 

年月日 令和８年４月２８日 

担当課 学校教育課 

 

令和８年度学校計画訪問実施計画について 

 

１ 目的 

（１）鳥取市立の学校を中学校区ごとに年次的に訪問し、各学校や中学校区の実態や課題を把握する

とともに指導や助言を行い、適切な学校運営や小中一貫教育を支援する。 

（２）授業及び学級経営等への指導をとおして、教職員の資質（授業力・教師力）の向上を図る。 

 

２ 実施対象校（小学校７校、中学校２校、義務教育学校２校） 

（１）北中学校区 

   ・小学校：久松小学校、遷喬小学校、城北小学校 

・中学校：北中学校 

（２）桜ヶ丘中学校区 

   ・小学校：面影小学校、米里小学校、津ノ井小学校、若葉台小学校 

・中学校：桜ヶ丘中学校 

（３）湖南学園 

   ・義務教育学校：湖南学園 

（４）江山学園 

・義務教育学校：江山学園            ＜計１１校＞                                   

 

３ 実施時期 

６月下旬～１１月下旬 ※実施日は後日調整                                                                                                                             

 

４ 訪問者 

  教育委員、学校教育課、総合教育センター、こども発達支援センター（５名程度 ※学校規模に

より変更） 

 

５ 実施までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

６ 実施に係る留意点 

 ○実施対象校事前説明会は、オンデマンド形式で実施する。 

 ○中学校区訪問説明会は、中学校区担当指導主事が中学校区での研修等に合わせて訪問し実施する。

実施の場面や日程の調整は、中学校区担当指導主事が中学校区代表校長と行う。 

○校長は、訪問１週間前までに次のものを市教委に提出する。 

①学校計画訪問に係る事前資料（別紙様式：Ａ４判１～２枚） 

②指導案綴り（日程表、校舎図、道徳資料添付 両面印刷） ※指導案はＡ４判１枚の略案 

 ③研究推進の概要がわかる資料 

４月上旬 

実施対象校に 

実施要項送付 

４月中旬 

実施対象校 

事前説明会 

６月下旬～１１月下旬 

学校計画訪問実施 

７月～３月 

必要に応じて事後訪問及び要請訪問 

４月下旬～ 

５月中旬 

実施日調整 

５月～６月 

中学校区 

訪問説明会 

説明・協議事項（１） 
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〇公開する授業は、教員の指導場面が見られる授業とする。 

〇特別の教科 道徳と、学級活動（１）の授業は、必ず１授業以上入れる。 

○訪問当日の全体会は原則行わない。学校課題等について市教委の指導助言が必要な場合は、後日

校内研修の機会を設ける。 

○帳簿検収は、服務関係及び指導関係全般に係る帳簿を対象とする（電子データを含む）。 

検収には、訪問当日の朝（8：30～9：15）を充て、指導主事が複数で行う。 

※原則、後日の帳簿の再点検は実施しない。 

 

７ 基本的な当日の流れ 

※３限目開始時刻を基準として、その前の時間設定を行う。 

※管理職協議Ⅰについては、校長及び訪問者を基本とするが、研究推進については、副校長、教頭、

研究主任等が説明してもよい。 

※管理職協議Ⅱ及びⅢについては、校長、副校長、教頭、訪問者で行う。 

※当日の日程については、主査を務める指導主事が校長と公開授業数等を確認した上で決定する。 

学校の時程 
公 開 授 業 数  

８コマ以下 ９～１６コマ １７コマ以上 

8：30～9：15 

指導主事訪問 

帳簿検収 

【45 分程度】 

9：35 教育委員・市教委代表者訪問 

２限目 

管理職協議Ⅰ 

・学校経営の概要、学校課題、研究推進について 

【45 分程度】 

３限目 授業公開① 授業公開① 授業公開① 

４限目 
管理職協議Ⅱ 

・訪問者からの助言等 
授業公開② 授業公開② 

12：30～12：50  
給食・休憩 

【20 分程度】 

給食・休憩 

【20 分程度】 

昼休憩  管理職協議Ⅱ 

・訪問者からの助言等 

【14：00 頃終了予定】 

管理職協議Ⅱ 

・教育委員からの助言 
・午前中の授業の返し 

５限目  授業公開③ 

６限目   

管理職協議Ⅲ 

・訪問者からの助言等 

【15：30 頃終了予定】 
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番号 小学校 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 久松小学校 ○ ○ ○

2 醇風小学校 ○ ○ ○

3 遷喬小学校 ○ ○

4 修立小学校 ○ ○

5 日進小学校 ○ ○

6 富桑小学校 ○ ○

7 稲葉山小学校 ○ ○

8 城北小学校 ○ ○

9 美保小学校 ○ ○ ○

10 賀露小学校 ○ ○

11 明徳小学校 ○ ○

12 倉田小学校 ○ ○ ○

13 面影小学校 ○ ○

14 大正小学校 ○ ○

15 東郷小学校 ○ ○

16 明治小学校 ○ ○

17 世紀小学校 ○ ○

18 湖山小学校 ○ ○

19 末恒小学校 ○ ○

20 米里小学校 ○ ○

21 津ノ井小学校 ○ ○

22 浜坂小学校 ○ ○

23 岩倉小学校 ○ ○

24 美保南小学校 ○ ○

25 湖山西小学校 ○ ○

26 中ノ郷小学校 ○ ○

27 若葉台小学校 ○ ○ ○

28 宮ノ下小学校 ○ ○

29 国府東小学校 ○ ○

30 河原第一小学校 ○ ○

31 西郷小学校 ○ ○ ○

32 散岐小学校 ○ ○

33 用瀬小学校 ○ ○ ○

34 佐治小学校 ○ ○

35 宝木小学校 ○ ○

36 瑞穂小学校 ○ ○

37 浜村小学校 ○ ○

38 逢坂小学校 ○ ○

39 青谷小学校 ○ ○ ○

番号 中学校 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
101 東中学校 ○ ○

102 西中学校 ○ ○ ○

103 南中学校 ○ ○

104 北中学校 ○ ○ ○

105 高草中学校 ○ ○

106 湖東中学校 ○ ○ ○

107 桜ヶ丘中学校 ○ ○ ○

108 中ノ郷中学校 ○ ○

109 国府中学校 ○ ○

110 河原中学校 ○ ○

111 千代南中学校 ○ ○

112 気高中学校 ○ ○

113 青谷中学校 ○ ○

番号 義務教育学校 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
201 湖南学園 ○ ○ ○

202 福部未来学園 ○ ○

203 鹿野学園 ○ ○

204 江山学園 ○ ○

13 15 14 13 14 11 11 11 11 12学校計画訪問実施校数

鳥取市教育委員会学校計画訪問実施校及び実施予定校一覧
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「鳥取市不登校対策専門委員会」の名称変更について 

 

１. 背景 

本市が設置した「鳥取市不登校対策専門委員会」では、各分野の専門家を招き、不登校の未然防

止や効果的な支援のあり方について議論を重ねてきたところです。 

本市の現状分析に基づき、子どもたちの安心できる居場所づくりや、保護者への適切な情報提供

の進め方など、多角的な視点から検討を行ってきました。 

 

２. 名称変更の経緯 

これまで掲げてきた「不登校の未然防止」という表現は、国より示された「義務教育の段階にお

ける普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針」の中にある「不登校は取り巻く環

境によってはどの子どもにも起こり得るものであり、不登校というだけで問題行動と受け取られな

いよう配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先に支援することが重要である」という考え方に照ら

すと、語弊が生じる可能性があります。 

したがって、令和８年２月５日開催の「第２回鳥取市不登校対策専門委員会」において、事務局

より重点取組の名称変更を提案しました。 

この提案を受け、専門委員からは、「すべての児童生徒が不登校になりうる現状を考えれば、対象

を限定するような題名ではなく、『鳥取市児童生徒の安心できる居場所づくり構想』とすべきであ

る。あわせて、特定の担当部署だけでなく、市教委全体が一体となって取り組む事業として位置づ

けていただきたい」との助言を受けたところです。 

このような経緯を踏まえ、今後は、児童生徒の最善の利益を最優先に考え、不登校を未然に防ぐ

という視点から、「鳥取市不登校対策専門委員会」の名称を「鳥取市児童生徒の安心できる居場所づ

くり専門委員会」に令和８年４月１日付で改正し、支援のあり方を明確化していく方針です。 

 

３. 重点取組について 

本市教育委員会では学校教育の重点取組として、児童生徒の安心できる居場所づくりと教育機会

の確保を重点取組として以下の施策を強化していきます。 

不登校に対しての基本的な考え方として、 

① 学校は一人ひとりが社会で生きる基礎を養い、国家・社会を支えるために必要な基本的な資

質を養うことを目的としており、よりよい学校づくりを行うことをめざしていきます。 

② 児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することが必要です。 

③ 不登校はいつでも、どの子どもにも起こる可能性があります。不登校というだけで問題行動で

あると受け取られないよう配慮し、社会全体で子どもの成⾧を見守っていくことが大切です。 

④ 自分のクラス以外の場所でも安心して学べるように学びの場を整備していきます。 

４月定例教育委員会 資料 

年月日 令和８年４月２８日 

担当課 総合教育センター 
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【報告事項（３）】
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不登校児童生徒への支援についての法律
「教育機会確保法」って何？（文部科学省）より抜粋
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鳥取市児童生徒の安心できる居場所づくり専門委員会運営要綱 
 
（設置） 
第１条 不登校の未然防止や、不登校やその傾向にある児童生徒への効果的な支援を行っ

ていくため、児童生徒の安心できる居場所づくり専門委員会（以下「専門委員会」

という。）を設置する。 
（組織） 
第２条 専門委員会は、委員１０名以下をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から教

育長が委嘱する。 
（１）医師、専門機関等 
（２）教育関係者 

（職務） 
第３条 委員は、次に掲げる職務を行う。 
（１）学校及び家庭における指導、対応のあり方等について検討すること。 
（２）教育委員会及び学校と専門機関及び関係施設等との連携について検討すること。 
（３）学校長から依頼があった場合、その学校及び中学校区の不登校またはその傾向にあ

る児童生徒への支援について指導や助言を行うこと。 
（任期） 
第４条 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

   ２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。 
（会長及び副会長） 
第５条 専門委員会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により選出する。 

   ２ 会長は、会務を掌理する。 
   ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 
（会議） 
第６条 専門委員会の会議は、会長が招集する。 

   ２ 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
（庶務） 
第７条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課で処理する。 

（委任） 
第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 
この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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「校内サポート教室事業」の実施について 

 

１. 背景 

令和 6 年度の調査結果によると、全国的に不登校の児童生徒数は 12 年連続で増加しています。本

市においても同様の傾向にあり、1,000 人当たりの不登校者数は小学校で 25.4 人（全国平均 23.0

人）、中学校で 82.4 人（全国平均 67.9 人）と、いずれも全国平均を上回る状況です。 

不登校の背景やニーズは一人ひとり異なります。引き続き、個々の状況に寄り添ったきめ細かな

支援が強く求められています。 

 

２. 過去３年間の実施状況 

令和２年度より、県が実施主体となり「校内サポート教室設置事業」を県内で実施されてきまし

た。本市の利用状況は、以下のとおりです。 

令和５年度 中学校３校       支援員３名配置 利用生徒数：25 名 

令和６年度 中学校３校       支援員３名配置 利用生徒数：24 名 

令和７年度 中学校５校・小学校１校 支援員６名配置  

 

３. 本市での取り組み 

本市では、従来の「児童生徒相談員」に加え、今年度から「校内サポート教室事業」を市独自の

事業として実施します。これは、県の事業が各市町へ移管されたことに伴うものです。 

したがって、令和 8 年 4 月からは県の補助金を活用し、市費による「校内サポート教室支援員」

を小・中学校へ６校６名配置することとします。これにより、校内の支援体制をいっそう強化して

いくとともに、児童生徒が安心して過ごせる魅力ある学校づくりと、一人ひとりの状況に合わせた

柔軟な支援を推進していきます。 

そのため、教員免許を持つ支援員 6 名を配置し週 30 時間の支援体制を整えます。支援員は、児童

生徒の学習支援・教育相談、保護者相談等を行っていきます。 

 

４. 期待される効果 

① 登校に不安を感じている児童生徒に対し、校内に安心できる居場所と学習の機会を確保しま

す。これにより、不登校の未然防止を図るとともに、一人ひとりの社会的自立に向けた力と、

登校への意欲を育む支援につなげます。 

② 実施主体が市に移ることで、現場の児童生徒や SSW（スクールソーシャルワーカー）とのより

密接な連携が可能となり、状況に応じた迅速できめ細やかな支援効果が期待できます。 

③ 個々のニーズに応じた支援を組織的に判断・実施することで、不登校支援のノウハウを校内で

共有します。これにより、担任や担当教員だけでなく、学校全体の教職員に対する「実践的な

研修」としての効果も期待されます。 

④ 不登校またはその傾向がある児童生徒が、早期から校内で安心して学習し、相談支援を受けら

れる体制を整えます。 

４月定例教育委員会 資料 

年月日 令和８年４月２８日 

担当課 総合教育センター 
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【報告事項（４）】



校内サポート教室事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、校内に入りづらさを感じる児童生徒の支援を行う校内における特別の教室（以

下、「校内サポート教室」という。）に、専属の教育支援員を配置し、個々の児童生徒の状況に応じ

た学習支援・生活支援を行い、社会的自立や学校復帰につながる資質・能力を育成する事業（以下

「本事業」という。）を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（実施内容） 

第２条 校内サポート教室は、通室する児童生徒の教室復帰のみを目標とするのではなく、社会的

な自立を目指して、個々の児童生徒のペースで学校生活が送れるよう、特性等に応じたきめ細や

かな支援を行う学校内の教室とし、児童生徒の状況に配慮した学習機会や児童生徒が安心して過

ごせる居場所を提供するものとする。また、設置に当たっては、不登校（傾向）児童生徒の状況に

配慮し、他の児童生徒の視線及び動線に配慮した場所を選び、落ち着いて学習できる環境整備に

努めるとともに、校内サポート教室の運営を支援するための学校体制を整えるものとする。 

（支援に関わる人員） 

第３条 校内サポート教室を利用する児童生徒に対する学習支援や相談等を実施するため、校内サ

ポート教室支援員（以下「支援員」という。）を置く。 

（業務内容） 

第４条 支援員の業務は、次に掲げるとおりとし、教職員と連携し、校内サポート教室に通う児童

生徒の支援を行う。 

（１）校内サポート教室に通う児童生徒の学習支援、教育相談、保護者相談等を行う。 

（２）教科の授業は受け持たず、校内サポート教室専属として業務を担う。 

（３）年度途中で校内サポート教室を利用する対象の児童生徒が不在になった場合でも、校内サ

ポート教室支援員は継続して配置し、校内の不登校（傾向）児童生徒の支援を中心に業務にあ

たることができる。 

（学校体制） 

第５条 校内サポート教室の運営に当たっては、主たる担当教員（教育相談担当等）を位置づけ、こ

の者を中心とした学校体制を整える。 

（周知と理解） 

第６条 校長は、職員会議において、校内サポート教室の設置の目的や支援員の役割、校内体制に

ついて、職員に周知・理解を図り、支援員及び教育相談担当等が勤務しやすい環境を整える。 

２ 学校だより等において、「校内サポート教室支援員」を明記する等して、周知に努める。 

３ 校内サポート教室の目的について、適宜児童生徒や保護者に周知する。 

（支援計画等） 

第７条 支援員は、通室する児童生徒等に関するアセスメントシート等を担任等と相談の上作成（更

新）し、ケース会議等でのアセスメント及びプランニングにより、個々の児童生徒の実態にあっ

た学習支援及び生活支援を行う。 

２ 支援員は、月例の活動報告書を作成し、毎月決められた日までに鳥取市総合教育センター担当

者に提出する。 
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（アウトリーチ支援） 

第８条 支援員は、校長の職務命令により、家庭訪問支援を行うことができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、鳥取市教育委員会が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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４月定例教育委員会資料 

令和８年４月２８日 

担当課 生涯学習・スポーツ課 

 

４月強風による鳥取市営サッカー場バードスタジアム屋根被害について 

 

１ 概要 

 鳥取市は、４月４日（土）に日本海における発達した低気圧の影響により強風が吹き荒れ、

4月としては観測史上最大となる最大瞬間風速 35.8 メートルを記録しました。 

 その際、Ａｘｉｓバードスタジアム（平成６年度に竣工してから３２年が経過）の屋根が

一部剥離し、落下する被害を受け、これにより、翌日のガイナーレ鳥取の試合が中止となり

ました。なお、屋根被害による人的被害は発生しておりません。 

 

２ 応急処置等 

 被害発生（13 時頃）後、直ちに施設職員による施設内および施設周辺の巡回および落下

物の回収、並びに、専門業者による危険箇所の点検およびドローンを用いた破損箇所を中心

とした屋根付近の状況把握を実施しました。 

 その後、4月 7日に、専門業者による応急処置（落下危険物の撤去作業、簡易な防水処置）

が完了し、安全が確認されたため、当施設の利用を再開いたしました。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 ５月臨時議会（５月８日）で、本復旧の予算を要求し、すみやかに作業に入りたいと考え

ています。 
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